
ページ 項目 変更内容

全編 組織名

子ども政策部　→　こども政策部
子ども政策課　→　こども政策課
子ども育成課　→　こども育成課
子ども家庭支援課　→　こども家庭支援課

17 フロア案内

10階：公共施設政策課　→　公共施設マネジメント課
10階：住宅政策課　→　9階スポーツ課西隣へ移動
10階：契約検査課　→　技術監理契約課
7階：商業観光政策課　→　商業振興課
7階：商業振興課と土木用地課の間に、観光・モータースポーツ局　☎382-9020　→　追加
総合政策課と財政課の間　→　東京事務所(☎03-5357-1530)【首都圏でのシティプロモーションなどに関
する業務】を追加
契約検査課　（☎382-9039）【入札、工事の検査などに関する業務】　→　削除
総務部と地域振興部の間　→　技術監理部を追加
技術監理部の右　→　技術監理契約課（☎382-9039）【入札及び工事の検査、技術管理などに関する業
務】を追加
技術監理契約課の下　→　公共施設マネジメント課（☎382-9005）【公共施設マネジメントの推進、市有建
築物の建設・維持修繕などに関する業務】を追加
図書館(☎381-2324)→(☎382-0347）
子ども家庭支援課の下　→　こども保健課（☎382-2252）【子育てなどに関する相談支援業務】を追加
健康づくり課（☎382-2252）【母子保健、成人保健などに関する業務】　→　削除
地域医療推進課（☎382-9291）【地域医療、予防接種などに関する業務】　→　地域医療推進課（☎382-
9291）【地域医療、予防接種、成人保健などに関する業務】
商業観光政策課(☎382-9016)【商業、伝統産業、観光、モータースポーツの振興などに関する業務】　→
商業振興課（☎382-9016）【商業、伝統産業、物産振興などに関する業務】
耕地課と土木総務課の間　→　産業振興部　観光・モータースポーツ局（☎382-9020）【観光、モータース
ポーツの振興などに関する業務】を追加。
公共施設政策課（☎382-9005）【公共施設マネジメントの推進、市有建築物の建設・維持修繕などに関す
る業務】　→　削除
情報指令課(☎382-9156)【災害情報、出動指令などに関する業務】　→　情報指令課【災害情報、出動指
令などに関する業務】
情報指令課の下　→　統括指揮課(☎382-9156)【火災などの災害現場の指揮、部隊の運用管理などに
関する業務】を追加

33 Check!
イベント情報やその詳細は「子育て応援サイトきら鈴」で確認できます。
　→　子育て支援情報や子育てイベント情報を得るには、すずっこ子育
てアプリ「地域の子育て情報」がとても便利です。

鈴鹿のお茶　冠茶・煎茶　→　削除
鈴鹿のかぶせ茶
鈴鹿市は、茶園に覆いをして生産する「覆い茶」の生産量が全国でもトップクラスです。その中でもかぶせ
茶は、古くから製造されている鈴鹿市の特産物であることから、地名と特産物名を合わせた商品名になっ
ています。　→　追加
おかげ参り
伊勢茶園「鈴鹿の七樹」のかぶせ伊勢茶を使用したクッキーと、ホイップクリーム、粒あんをサンドしてい
ます。　→　追加。

44 １　119番通報
消防本部☎382-0500→☎382-9156
鈴鹿市消防本部へつながります。　→　三重中央消防指令センターへつながります。

47 5　窓口・情報の入手 災害による介護保険料の減免・免除　→　災害による介護保険料の減免
問 戸籍住民課　☎327-5056FAX382-7608　 →　問 マイナンバーカードコールセンター　☎050-8894-
9469
利用方法/(初回交付時は無料。紛失などによる再交付時は200円)→削除
交付手数料/800円　→　1000円

3　マイナンバーカード
センター

問 戸籍住民課　☎327-5056Fax382-7608／鈴鹿市マイナンバーカードセンター☎382-1213　→　問 マイ
ナンバーカードコールセンター　☎050-8894-9469

鈴鹿市暮らしの便利帳　改訂表(令和8年4月1日現在)
　　冊子は令和5年10月現在で作成されているため、この改訂表とあわせてご覧ください。

35
鈴鹿の極み
味覚の競演

18.・19
鈴鹿市の概要
行政機構図

2　マイナンバーカードの特徴
49

すずっこ子育てアプリ



子育ての給付や届出　手続き
高等職業訓練給付金　→　高等職業訓練促進給付金
自立支援教育訓練促進給付金　→　自立支援教育訓練給付金
担当課・お問合せ　健康づくり課　→　こども保健課

国民健康保険/特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請　→　療養費、特別
療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証、被保険者資格証明書　→　資格確認書、資格情報のお知ら
せ

後期高齢者医療/
被保険者証の再交付申請　→　資格確認書の再交付申請
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付申請　→　限度額適用認定、
限度額適用・標準負担額認定
（表中）
「または住民基本台帳カード」（4か所）　→　削除
「国民健康保険被保険者証」（3か所）　→　「国民健康保険資格確認書」
届出場所など
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の住民異動の届出は、戸籍住民課のみ
の取り扱いとなります。→　※一部の届出は、戸籍住民課のみの取り扱いとなりますので、戸籍住民課へ
お問い合わせください。
※マイナンバーカードに関する手続きは、戸籍住民課または鈴鹿市マイナンバーカードセンターで行って
ください。　→　追加
(表中）国民健康保険被保険者証（4か所）　→　国民健康保険資格確認書
死亡届　必要なもの/死亡診断書　→　死亡診断書または死体検案書
婚姻届　必要なもの/夫・妻の戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）（本籍が鈴鹿市以外の場合）　→　削
除
離婚届・転籍届　必要なもの/戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）（本籍が鈴鹿市以外の場合）　→　削
除
または住民基本台帳カード→削除
またはコンビニ交付のための利用者登録をした住民基本台帳カード（戸籍及び戸籍の附票の写しは取得
できません。）　→　削除
※コンビニ交付の住民票の写しには、市内転居の住所などの変更履歴は記載されません。また、世帯の
住民票の写しは、一人１枚ずつ印刷されます。　→　※コンビニ交付の世帯の住民票の写しは、一人１枚
ずつ印刷されます。

７　戸籍住民課日曜窓口 ※住民基本台帳カード　→削除
転居(市内で引っ越した時)/必要なもの/または住民基本台帳カード→　削除
※マイナンバーカードと一体である特定特別永住者カードに関しては戸籍住民課へお問い合わせくださ
い。　→　表下の最下部に追加
※マイナンバーカードと一体である特定在留カードに関しては戸籍住民課へお問い合わせください。　→
表下に追加
中長期在留者の方へ
または外国人登録証　→　削除
外国人登録証明書をお持ちの外国人住民の方へ
在留カードまたは　→　削除
1　市・県民税　→　1　市民税・県民税・森林環境税
個人の市民税・県民税（住民税）　→　個人の市民税・県民税・森林環境税
申告
3月15日までに　→　申告期限までに
2　軽自動車税(種別割)　→　2　軽自動車税
原動機付自転車
第一種（50ｃｃまたは0.6ｋｗ以下）　2,000円
第二種乙（90ｃｃまたは0.8ｋｗ以下）　2,000円
第二種甲（125ｃｃまたは1.0ｋｗ以下）　2,400円
ミニカー　3,700円　→
第一種（50ｃｃ または定格出力0.6 kW 以下）（Ⓐ及びⒷを除く）　2,000円
第一種（125ｃｃ 以下 かつ 最高出力4.0kW 以下）Ⓐ　2,000円
第二種乙（二輪のもので、50cc超90cc以下 または 定格出力0.6kW超0.8kW 以下）（Ⓐを除く）　2,000円
第二種甲（二輪のもので、90cc超125cc以下 または 定格出力0.8ｋW超1.0kW 以下）（Ⓐを除く）　2,400円
ミニカー　Ⓑ　3,700円
中京銀行　→　あいち銀行
市民税・県民税（普通徴収）　→　市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）
軽自動車税（種別割）　→　軽自動車税

63 4　市税の納付

50
4　鈴鹿市で

マイナンバーカードが
必要な主な手続き

51

55

56

60

1　市・県民税

２　軽自動車税
（種別割）

８　外国人住民の手続き

１住民異動の届出

52 2　戸籍の届出

５　コンビニ等における証明
書等自動交付（コンビニ交

付）
54



国民年金保険料（令和5年度は月額16,520円）　→　国民年金保険料（令和8年度は月額17,920円）
老齢基礎年金
支給額（令和5年度）　→　支給額（令和8年度）
795,000円　→　847,300円
遺族基礎年金
支給額（令和5年度）→支給額（令和8年度）
配偶者と子ども1人　年額1,023,700円　→　配偶者とこども1人　年額1,091,100円
配偶者と子ども2人　年額1,252,400円　→　配偶者とこども2人　年額1,334,900円
3人目からは1人年額76,200円　→　3人目からは1人年額81,300円加算
子のみ　年額795,000円　→　こどものみ　年額847,300円
障害基礎年金
支給額（令和5年度）　→　支給額（令和8年度）
1級　年額993,750円　→　1級　年額1,059,125円
2級　年額795,000円　→　2級　年額847,300円
届出一覧/被保険者証　→　資格確認書又は資格情報のお知らせ
限度額適用認定証/被保険者証　→　資格確認書又は資格情報のお知らせ
被保険者証兼高齢受給者証　→　資格確認書
その他の給付/保険証　→　資格確認書（お持ちの方）
やむを得ない事情のため、被保険者証を提出できずに医療機関で受診したとき　→　やむを得ない事情
のため、マイナ保険証又は資格確認書を提示できずに医療機関で受診したとき
脳ドック　→　脳検査
障がい者医療費助成
障がいをお持ちの方が健康保険証（後期高齢者医療費保険証を除く）を使って医療を受けたときの保険
診療分の自己負担額を助成します。　→　障がいをお持ちの方が保険適用の診療を受けたときの自己負
担額を助成します。
また、非課税世帯で標準負担額減額認定証にて減額されている方の食事療養費標準負担額も助成しま
す。　　→　削除
65歳以上障がい者医療費助成
また、非課税世帯で標準負担額減額認定証にて減額されている方の食事療養費標準負担額も助成しま
す。　→　削除
■受給資格証の交付はありません。健康保険証のみで医療費助成を受けることができます。　→
■受給資格証の交付はありません。マイナンバーカードで医療費助成を受けることができます。

子ども医療費助成　→　こども医療費助成
0歳から15歳（中学生）までの子どもが健康保険証を使って医療を受けたときの保険診療分の自己負担
額を助成します。　→　0歳から18歳（高校生）までのこどもが保険適用の診療を受けたときの自己負担額
を助成します。
また、非課税世帯で標準負担額減額認定証にて減額されている方の食事療養費標準負担額も助成しま
す。→　削除
対象
●0歳から15歳（中学生）までの子ども　→　●0歳から18歳（高校生）までのこども

一人親医療費助成
一人親家庭等の母または父および子どもが健康保険証を使って医療を受けたときの保険診療分の自己
負担額を助成します。　→　一人親家庭等の母または父およびこどもが保険適用の診療を受けたときの
自己負担額を助成します。
また、非課税世帯で標準負担額減額認定証にて減額されている方の食事療養費標準負担額も助成しま
す。　→　削除
対象
●18歳年度末までの子ども　→　●18歳年度末までのこども
主な手続き
健康保険証が変わったとき　→　加入医療保険が変わったとき
対象者の新しい健康保険証　→　対象者の新しい健康保険証または資格確認書等
受給資格証を失くしたり、汚損したりしたとき/対象者の健康保険証　→　削除
制度のしくみ
また、三重県内のすべての市・町が加入する『三重県後期高齢者医療広域連合』が保険証（後期高齢者
医療被保険者証）の交付や保険料の決定、医療の給付などを行い　　→　また、三重県内のすべての
市・町が加入する『三重県後期高齢者医療広域連合』が資格確認書の交付や保険料の決定、医療の給
付などを行い
保険証の交付　→　資格確認書等の交付
保険証は、8月1日から翌年7月31日の一年間が有効期間で、毎年、7月中旬に三重県後期高齢者医療
広域連合から簡易書留にて送付しています。　→　資格確認書は、８月１日から翌年７月３１日の一年間
が有効期間で、７月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から特定記録にて送付します。なお、令和８
年７月以降、マイナ保険証を利用している８４歳以下の方は、資格確認書が送付されず資格情報のお知
らせが送付される予定です。
※令和6年秋以降、従来の被保険者証は廃止され、マイナンバーカードと一体化される予定です。　→
削除
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1　国民年金
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70

4　後期高齢者医療制度

2 国民健康保険

3　福祉医療費助成制度
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主な給付内容
保険証　→　マイナ保険証または資格確認書
限度額適用認定証など
　入院するときや高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証（住民税非課税世帯の方は、限度額
適用・標準負担額認定証）を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額
までになります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます（柔道整復、鍼灸、あ
ん摩・マッサージの施術は対象外）。
　認定証の交付には申請が必要です。なお、有効期限は保険証と同じ7月31日までとなっており、すでに
認定証をお持ちの方で、引き続き発行対象となる方には、7月下旬に8月1日以降の認定証を送付します
（世帯の所得状況によっては、更新できない場合があります）。　→
　入院するときや高額な外来診療を受けるとき、マイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書を
医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。また、住民
税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます（柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージの施術は
対象外）。
　マイナ保険証を利用されている方は提示の必要がないため交付されません。マイナ保険証を利用され
ていない方で、引き続き限度額適用認定等の対象となる場合、区分を記載した資格確認書が自動的に
送付されます。現在、区分が並記されていない資格確認書をお持ちでマイナ保険証を使用されていない
方は、限度額適用認定等の対象となる場合、申請によって区分を記載した資格確認書が交付されます。

（見本）後期高齢者医療限度額適用認定証、標準負担額減額認定証　　　→削除　（令和7年8月1日以降
は、見本のものは交付されていません）
後期高齢者医療健康診査　→　後期高齢者医療健康診査・　歯科健康診査
保険証　→　マイナ保険証または資格確認書
主な手続き
保険証　→　資格確認書
(個人番号通知カードなど)　→　削除（2ヶ所）
医療費が高額になりそうなとき（限度額適用認定証などの申請）　→　医療費が高額になりそうなとき
（お持ちの方は）限度額適用認定証など　→　削除
※新しい保険証は、後日新住所へ簡易書留で送付されます。　→　削除

72 3　つどいの広場 スマイルキッズ/開設日　月～金曜日　→　月～金・日曜日
7　子育て支援センター

りんりん
また、保育士・保健師による子育て相談や電話相談も行っています。　→　また、保育士・保健師・子育て
支援総合コーディネーターによる子育て相談や電話相談も行っています。

10　ひとり親家庭等学習支
援事業「まなびーの」

対象/市内在住のひとり親家庭の小学4年生～中学3年生で児童扶養手当の支給要件を満たしているこ
となど　→　市内在住のひとり親家庭の小学3年生～中学3年生

11　乳幼児健康支援一時
預かり事業（病児・病後児

保育室ハピールーム）

利用時間　8時45分～17時30分　→　受診後～17時30分　※水曜のみ小児科休診のため8時45分～17
時30分

保育所（園）施設一覧
私立保育園の表の下　　→　　※保育所型認定こども園を含みます。　を追加
かもめ保育園を75ページ私立幼保連携型認定こども園施設一覧のきしだこども園の下に移動
私立幼保連携型認定こども園施設一覧
石薬師認定こども園
石薬師町1735-1　☎374-1398 Fax374-1813　→　石薬師町2029　☎374-0185 Fax374-0186
対象　3～5歳児　→　3～5歳児（飯野幼稚園および神戸幼稚園は、4・5歳児のみ）
加佐登幼稚園、白子幼稚園、稲生幼稚園、栄幼稚園　→　削除
※休園している～の文章　→　削除

16　認可外保育施設の
利用

保育所すくすくランド、三重ヤクルト販売（株）白子センター保育ルームやくるとえん→削除

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ　いそやまっ子　→　削除
放課後児童クラブ　日の本クラブ稲生１/稲生二丁目14-33　→　放課後児童クラブ　日の本クラブ稲生１・
２/稲生三丁目10-1/☎387-9331
放課後児童クラブ　日の本クラブ稲生２　→　削除
日の本クラブ飯野・2　→　日の本クラブ飯野・2・3
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー　→玉垣/玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レイン
ボー・2組
玉垣/放課後児童クラブ　日の本クラブ玉垣/南玉垣町2207-1/☎・FAX384-0236　→ 追加
玉垣／放課後児童クラブ　日の本クラブ玉垣2・3/東玉垣町1069-3/☎384-2300　→　追加
合川/合川小学校区放課後児童クラブ　ハーモニー　→　削除
郡山/郡山地区児童クラブ　サンキッズ・サンキッズⅡ　→　天栄/放課後児童クラブ　郡山地区児童クラ
ブ　サンキッズ・サンキッズⅡ
天名/天名小学校区放課後児童クラブ　ピース天名　→　天栄/放課後児童クラブ　ピース天名
天栄/放課後児童クラブ　たいよう/郡山町2001-10/☎372-2123　→　追加
深伊沢小学校区放課後児童クラブ　なごみ/☎080-2672-0855　→　深伊沢小学校区放課後児童クラブ
ミーサ/☎090-7589-6753

18　児童手当
中学3年生までの児童（15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童）　→　高校3年生までの児童（18
歳到達後最初の3月31日までの間にある児童）
※令和6年10月分から～　→　削除

14　公立幼稚園への
入園

13　保育所（園）・
認定こども園案内
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17　放課後児童クラブ
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19　児童扶養手当

表内　令和5年　→　令和8年
第1子
●全部支給　44,140円　→　48,050円●一部支給　10,410円～44,130円　→　11,340円～48,040円
第2子　→　第2子以降
●全部支給　10,420円加算　→　11,350円加算●一部支給　5,210円～10,410円加算　→　5,680円～
11,340円加算
第3子以降　→　削除

22　特定不妊治療費の助
成

説明文中3～4行目　子ども政策課　→　こども保健課
問合せ　子ども政策課/☎382-7661　FAX382-9054　→　こども保健課/☎382-2252　FAX382-4187

23　不育症治療費の
助成

説明文中3行目　子ども政策課　→　こども保健課
問合せ　子ども政策課/☎382-7661　FAX382-9054　→　こども保健課/☎382-2252　FAX382-4187

25　小学校・中学校への
転校

本市には市立小学校が30校　→　本市には市立小学校が28校

79 1　地域包括支援センター

鈴鹿第3地域包括支援センターやまぶき
神戸3-12-10（ひまわり内）　→　神戸3-12-10（村瀬病院内）
鈴鹿第6地域包括支援センターつゆくさ
地子町字金生水814-30（かなしょうず園内）　→　地子町字金生水620-1（デイサービスきらめき内）

2　認知症初期集中支援
チーム

詳しくは市ホームページをご覧ください。　→　詳しくは認知症初期集中支援チーム
☎367-7770へお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。
ホームページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/7315.html　→　削除

3　認知症ガイドブック ※鈴鹿市ウェブサイトのリンク先(QRコード)を掲載します。　→追加

施設の種類
介護療養型医療施設（療養病床等）　→　介護医療院
介護保険の財源
（帯グラフ内の）50％　→　約50％
（帯グラフ内の）23％　→　約23％

9　災害時要援護者台帳

災害時要援護者台帳　→　個別避難計画
台帳　→　計画
65歳以上単身世帯　→　70歳以上単身世帯
加入　→　登録

10　在宅生活支援事業
対象品目　住宅用火災警報器、消火器、電磁調理器
　→　電磁調理器

83 13　市営住宅 FAX382-8188　→　FAX382-9071

85 19　特別児童扶養手当

対象者
※転入前の自治体で手当を受給していた方は、障がい福祉課で手続きが必要です。　→　追加
手当支給額
1級　月額53,700円　→　月額58,450円
2級　月額35,760円　→　月額38,930円

20　障害児福祉手当

対象者
※転入前の自治体で手当を受給していた方は、障がい福祉課で手続きが必要です。　→　追加
手当支給額
月額15,220円　→　月額16,560円

21　特別障害者手当

対象者
※転入前の自治体で手当を受給していた方は、障がい福祉課で手続きが必要です。　→　追加
手当支給額
月額27,980円　→　月額30,450円

87 23　公費負担医療制度

自立支援医療（更生医療）
負担上限が設けられたり、　→　削除
自立支援医療(育成医療）
負担上限が設けられたり、　→　削除
自立支援医療(精神通院医療）
負担上限が設けられたり、　→　削除

28　ロボットスーツHAL®福
祉用の着用トレーニング費

用一部助成

28　ロボットスーツHAL®福祉用の着用トレーニング費用一部助成
　→　28　装着型サイボーグHAL®の専門プログラム費用の一部助成
装着型サイボーグHAL®福祉用は、上肢や下肢などに障害のある方や脚力が弱くなった高齢の方の脚
力・歩行機能をサポートする動作支援ロボットです。これを着用してトレーニングする費用を一部助成しま
す。　→　装着型サイボーグHAL®は、上肢や下肢などに障害のある方などの脚力・歩行機能をサポート
する動作支援ロボットです。これを着用した専門プログラム費用を一部助成します。
対象者
※すでに制度を利用された方は対象になりません。　→　追加
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30　障がい者の
交通機関の運賃割引

鉄道/
対象者　身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、および介護者の方　→　障害者手帳をお持ち
の方、および介護者の方
※12歳未満の第２種身体・知的障がい児は、介護者の分も一緒に購入する場合に介護者の分のみJR定
期乗車券が大人料金の半額となります。　→　※12歳未満の第2種身体・知的・精神障がい児は、介護者
の分も一緒に購入する場合に介護者の分のみJR定期乗車券が大人料金の半額となります。
乗車券は出札口で身体障害者手帳・療育手帳を提示のうえお求めください。　→　乗車券は出札口で障
害者手帳を提示のうえお求めください。

89 33　税金の障害者控除 その方を扶養しているとき、　→　その方を扶養しているときは、
障がい福祉課 ☎382-7626 FAX382-7607・382-7329　→　障がい福祉課 ☎382-7626 FAX382-7607・
382-7329　市民税課 ☎382-9006 FAX382-7604
軽自動車税（環境性能割）、自動車税（環境性能割・種別割）　→　自動車税
三重県自動車税事務所(津庁舎2階)☎059-223-5042 FAX059-225-7359　→　三重県自動車税事務所
☎059-253-8057 FAX059-253-8058
軽自動車税(種別割)　→　軽自動車税

身体障がい者などの方が所有（かつ使用）する自動車で、一定要件にあてはまる場合、身体障がい者な
どの方１人につき１台の自動車税（種別割）・自動車税（環境性能割）が　→　身体障がい者などの方が所
有（かつ使用）する自動車・軽自動車等で、一定要件にあてはまる場合、身体障がい者などの方１人につ
き１台の自動車・軽自動車税が

自動車税（種別割）、自動車・軽自動車税（環境性能割）　　鈴鹿県税事務所で減免手続き　→　自動車
税　鈴鹿県税事務所で減免手続き ☎382-8660
※令和８年4月1日から、鈴鹿県税事務所で自動車税減免申請の事前予約が始まります。
軽自動車税（種別割）　市民税課で減免手続き　→　軽自動車税　市民税課で減免手続き

36　障がい者のNTT無料番
号案内（104）

36　障がい者のNTT無料番号案内（104）　→　36　障がい者のNTTふれあい案内（無料番号案内）
詳しくは、NTTふれあい案内☎0120-104-174 FAX0120-000-104へ直接～　→　詳しくは、NTTふれあい
案内☎0120-104-565 FAX0120-000-104へ直接～
対象者
聴覚障害者2・3・4・6級、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害3・4級　→　追加

37　民生委員・
児童委員・

主任児童委員

37　民生委員・児童委員・主任児童委員　→　37　民生委員・児童委員、主任児童委員
区域を担当する民生委員・児童委員341人　→　343人
児童福祉問題　→　児童福祉に関する支援
主任児童委員35人　→　33人

38　戦没者遺族や旧軍人
の恩給など

38　戦没者遺族や旧軍人の恩給など　→　38　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金など
戦傷病者・戦没者遺族、旧軍人の恩給　→　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

39　社会福祉協議会

3）ふれあいふくし相談の開催　☎382-5971
毎週月・水曜日の13時～15時まで、住民の心配ごと・悩みごとの相談に応じています。→　3）ふれあいふ
くし相談（弁護士・司法書士）の開催　☎382-5971
　 下記の日時に、弁護士相談、司法書士相談に応じています。
○弁護士相談：①毎月第１土曜日13時～15時30分、②毎月第2水曜日10時30分～12時、③毎月第4水曜
日13時30分～15時
○司法書士相談：毎月第3土曜日13時～15時30分

40　生活福祉
資金貸付事業

問 鈴鹿市社会福祉協議会　→　問 鈴鹿市社会福祉協議会くらしサポートセンター
FAX373-5276　→　FAX395-6011
詳しくは、鈴鹿市社会福祉協議会へご相談ください。　→
詳しくは、くらしサポートセンター（鈴鹿市役所2階25番窓口）へご相談ください。

41　日常生活
自立支援センター

41　日常生活自立支援センター　→　41　日常生活自立支援事業

42　鈴鹿市後見
サポートセンターみらい

42　鈴鹿市後見サポートセンターみらい　→　42　鈴鹿市後見サポートセンター
問 鈴鹿市後見サポートセンター（鈴鹿市社会福祉協議会内）　→
問 鈴鹿市後見サポートセンターみらい（鈴鹿市社会福祉協議会内）

43　鈴鹿更生保護
サポートセンター

FAX381-6811 → FAX381-6800

みえ子ども健康ダイヤルの利用
時間：19時30分　→　19時
鈴鹿市応急診療所
受診前に必ず電話などで問い合わせてからお越しください。　→　削除
保険証　→　マイナ保険証（保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード）もしくは資格確認書
問合せ　健康づくり課/☎382-2252FAX382-4187　→　地域医療推進課/☎327-5030FAX384-5670
結核レントゲン検診　→　結核健診
広報すずか6月5日号　→　広報すずか6月号
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91

1　救急
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93

がん検診
健康保険証　→　マイナ保険証（保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード）もしくは資格確認書
広報すずか6月5日号→広報すずか6月号
毎月20日号「健康館」→毎月号「HEALTH＋（ヘルスプラス）」
胃がん・乳がん検診は①または②のどちらか一方を選択　→　乳がん検診を削除
大腸がん検診/実施場所　→　保健センター（検診車）追加
内容など→検便（免疫便潜血2日法）追加
子宮がん検診/保健センター（検診車）
細胞診（子宮頸部＋HPV検査）　→　細胞診（子宮頸部）
（HPV検査は20～39歳の希望者のみ）　→　削除
乳がん検診/20歳以上の女性→20～39歳の女性

93・94
問合せ/ 健康づくり課　→　こども保健課
時期・場所/健康づくり課　→　こども保健課
内容など/健康づくり課　→　こども保健課
産後ケア/対象/産婦（産後1年未満）　→　産婦（産後1年以内）
産後ケア/内容など/心身のケアが必要と認められた方　→　心身のケアを希望する方
こんにちは赤ちゃん訪問/対象/生後2～3か月ごろの乳児のいる家庭　→　生後1～3か月ごろの乳児の
いる家庭
こんにちは赤ちゃん訪問/内容など/子ども　→　こども
乳児一般健康診査/対象/1か月児　→　追加
乳児一般健康診査/内容など/4か月頃と10か月頃　→　1か月頃と4か月頃と10か月頃。
乳児健康診査結果票の健診項目が公費助成で受けられます。　→　乳児健康診査結果票の健診項目が
一部公費助成で受けられます。
広報すずか毎月20日号　→　広報すずか毎月号

95・96

子どもの定期予防接種　→　こどもの定期予防接種
DPTポリオ（四種混合）、ヒブ　→　削除
ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン　2価・4価・9価　→　2価・4価を削除
/接種回数
それぞれで異なります　→　接種開始年齢により2回もしくは3回
/②キャッチアップ対象者
平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの女性で過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない
方　→　削除
予防接種の種類/五種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ）
接種回数/初回3回（標準的な接種期間：生後2～7カ月未満）、追加１回(標準的な接種期間:初回3回目の
接種をしてから6～１8カ月後）
定期接種対象月・年齢/生後2～90カ月未満　　→　追加
妊婦の定期予防接種
RSウイルス母子免疫ワクチン/対象者/妊娠28週から36週の間にある妊婦　→　追加
高齢者の定期予防接種
新型コロナウイルス感染症/接種回数・対象者・備考　高齢者インフルエンザと同様　→　追加
帯状疱疹/
接種回数/ワクチンの種類によって異なります。対象者/今年度に「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90
歳、95歳、100歳になる方」「60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を
有する方で厚生労働省で定める方」　備考/対象者には予診票を個別送付します。※年度によって対象
者が異なります。　→　追加
高齢者用肺炎球菌（23価）　→　(20価)/
対象者/今年度に「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方」　→　接種時に65歳の
方
備考/※年度によって対象者が異なります。　→　削除

任意予防接種の費用助成
接種費助成金交付申請書を記入し、実施医療機関にご提出ください。接種後の接種費用の償還は出来
ませんのでご注意ください。　→　削除
おたふくかぜ/備考　接種費助成金交付申請書を記入し、市内実施医療機関（原則）へご提出ください。
接種後の接種費用の償還は出来ません。　→　追加
帯状疱疹　→　全削除
風しんワクチン等/助成回数・金額/１回・接種費用のうち5,000円を助成。接種費用が助成額に満たない
場合は接種費用額　　対象者等/妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等の同居者、妊婦
の配偶者等の同居者で風しん抗体検査の結果がHI法で16倍以下に相当する方　※同居者とは住民基
本台帳の住所が同一である方　※過去に市の補助事業を利用して風しんの予防接種を受けた方等は対
象外　　備考/申請に必要な書類は鈴鹿市ウェブサイトをご確認ください。

3　母子保健
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2　成人保健
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4　予防接種
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98 4　犬を飼っている方へ

転入された方は、環境政策課で住所変更をしてください
持ち物　前住所の市区町村で交付された犬の鑑札　→
転入・転居された方
①マイクロチップを装着していない犬の場合
　環境政策課で住所変更をしてください。
　持ち物：前住所地の市区町村で交付された犬の鑑札
②マイクロチップを装着している犬の場合
　マイクロチップ情報を登録・変更した日が
　（1）令和7年4月1日より前⇒環境政策課で住所変更をしてください。
※登録時に生後90日以内で、令和7年4月1日以降に生後91日以上に達する犬は手続き不要です。
　（2）令和7年4月1日以降⇒市での手続きは不要です。
転出される方
飼い犬の登録事項の変更について、転入先の市区町村にご確認の上、手続きしてください。

99 13　空き家バンク制度 FAX382-8188　→　FAX382-9071

100
1　水道の使用開始・中止、

名義変更

2営業日前までに鈴鹿市上下水道局お客様センター☎368-1671へご連絡ください。　→　3営業日前まで
に鈴鹿市上下水道局お客様センター☎368-1671へご連絡いただくか、上下水道局ホームページよりお手
続きください。

100 2　上下水道料金の支払い 「Yahoo!公金支払い」　→　「F-REGI 公金支払い」

103 1　広報
広報すずか
毎月2回(5日と20日)　→　毎月1回(5日)

2　こころの相談

問合せ　健康づくり課/☎382-2252 FAX382-4187　→　地域医療推進課/☎382-9291FAX384-5670
ひきこもり専門電話相談、依存症専門電話相談/月～金曜日(祝日を除く)13：00～16：00　→　ひきこもり
専門電話相談/月～金曜日(祝日を除く)9：00～16：00、依存症専門電話相談/水曜日13：00～16：00
こころの健康や子育てに関する相談　問合せ　健康づくり課　☎382-2252　→　地域医療推進課　☎382-
9291、こども保健課　☎382-2252
医療と福祉に関する相談/8:30～17:15　→　8:30～16:30

3　国際交流
市役所別館第3　神戸一丁目17-5
→　ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿(文化会館)　飯野寺家町810番地

107 2　公共交通機関一覧 ㈱すばる交通　フリーダイヤル　☎0120-669-733　→　削除

108
福祉関係施設
保健センター　☎382-2252 FAX382-4187　→　☎382-9291 FAX382-5670
私立保育園の右　→　※保育所型認定こども園を含む　を追加
私立保育園のかもめ保育園を私立幼保連携型認定こども園のきしだこども園の下に移動
加佐登幼稚園、白子幼稚園、稲生幼稚園、栄幼稚園　→　削除

認可外保育施設　保育所すくすくランド、三重ヤクルト販売（株）白子センター保育ルームやくるとえん　→
削除

合川小学校、天名小学校、郡山小学校　→　削除
椿小学校と長太小学校の間に追加　→　天栄小学校/郡山町710-6/☎372-2251/FAX372-2253

111

文化施設
イスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）
客席数1268席 → 1275席
文化会館　→　ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿（文化会館）
☎382-7619（文化振興課）　FAX382-9071（文化振興課)　→　☎382-8111　FAX382-8580
「市民の文化活動にご利用いただける施設です。客席数500席のけやきホール、多目的スペースのさつ
きプラザ、調理室、音楽室、研修室、茶室などがあります。
※施設改修のため、令和4年4月1日から休館します。再開は令和6年度を予定しています。」　→
「市民の文化活動にご利用いただける施設です。客席数466席のけやきホール、多目的ドーム、さつきプ
ラザ、調理室、音楽室、研修室、茶室などがあります。
※令和6年7月に運営を再開しました。

市内施設一覧
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